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本
決
算
の
総
額
は
、
歳
入
が
８
４
２
億
６
９
６
７
万
９
４
０
６

円
で
執
行
率
97
・
９
％
、
歳
出
が
８
３
４
億
３
５
９
５
万
６
８
９

０
円
で
執
行
率
96
・
９
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

歳
入
の
主
な
も
の
は
、
勝
舟
投
票
券
発
売
収
入
、
場
外
発
売
事

業
収
入
等
と
な
っ
て
い
る
。
歳
出
は
、
競
走
開
催
費
や
一
般
会
計

へ
の
繰
出
金
、
競
走
事
業
運
営
調
整
基
金
費
等
で
、
基
金
積
立
金

の
残
高
は
、
39
億
４
５
０
０
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

　

質
疑
に
対
し
て
、﹁
大
田
区
へ
の
納
付
金
は
、
平
成
８
年
度
以

降
は
毎
年
２
億
円
拠
出
し
て
お
り
、
こ
の
納
付
金
が
、
平
和
島
周

辺
の
環
境
整
備
等
に
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
、
引
き
続
き
要
請
し
て

い
き
た
い
﹂、﹁
繰
出
金
は
、
今
後
、
年
８
億
円
か
ら
10
億
円
程
度

で
推
移
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
最
低
で
も
売
上
の
１
％
を

確
保
し
、
更
な
る
上
積
み
に
努
め
た
い
﹂等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、﹁
新
た
な
ボ
ー
ト
ピ
ア
の
開
設
な
ど
、
今
後
の
経

営
努
力
に
期
待
す
る
﹂、﹁
競
走
事
業
の
、
中
・
長
期
的
な
見
通
し

や
方
針
を
示
し
て
ほ
し
い
﹂等
の
要
望
・
意
見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
、
認
定
す

べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

総

務

委

員

会

　

こ
の
議
案
は
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、

市
立
教
育
セ
ン
タ
ー
、
市
立
公
民
館
、
郷
土
の
森
博
物
館
、
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
、
市
立
交
通
遊
園
、
市
立
体
育
館
、
市
立
図
書
館

の
各
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　

主
な
改
正
内
容
は
、﹁
４
月
29
日
の
﹃
み
ど
り
の
日
﹄
が
﹃
昭

和
の
日
﹄
と
な
り
、
５
月
４
日
が
﹃
み
ど
り
の
日
﹄
と
し
て
新
た

に
国
民
の
休
日
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
各
条
例
の
休
館
日
、
休

園
日
の
規
定
か
ら
、
５
月
４
日
部
分
を
削
除
し
た
﹂、﹁
休
館
日
、

休
園
日
が
休
日
に
当
た
る
場
合
、﹃
そ
の
翌
日
﹄
と
し
て
い
た
振
替

休
日
の
規
定
を
、﹃
そ
の
日
後
に
お
い
て
そ
の
日
に
最
も
近
い
国

民
の
祝
日
で
な
い
日
﹄
と
改
め
る
﹂等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、﹁
本
改
正
に
か
か
る
周
知
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
及
び
広
報
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
や
、
施
行
後
、
各
施
設
に
カ
レ
ン

ダ
ー
を
掲
示
す
る
等
、
利
用
者
に
わ
か
り
や
す
い
方
法
を
と
る
こ

と
を
お
願
い
し
、
本
案
に
賛
成
す
る
﹂
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
、
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

文

教

委

員

会

第
48
号
議
案

府
中
市
立
教
育
セ
ン
タ
ー
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

こ
の
議
案
は
、
市
民
聖
苑
の
待
ち
日
数
増
加
の
対
応
策
と
し
て

第
４
式
場
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　

主
な
改
正
内
容
は
、﹁
第
４
式
場
の
使
用
料
は
、
既
存
の
第
１

か
ら
第
３
式
場
の
単
位
面
積
当
た
り
の
平
均
使
用
料
に
基
づ
き
算

出
し
、
通
夜
ま
た
は
告
別
式
１
回
当
た
り
、
１
万
５
０
０
０
円
と

定
め
た
﹂、﹁
災
害
時
な
ど
に
お
い
て
市
長
が
特
に
認
め
る
場
合
の

使
用
料
に
つ
い
て
は
、
今
回
追
加
す
る
第
４
式
場
に
は
適
用
が
な

い
﹂等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

質
疑
に
対
し
て
、﹁
式
場
の
使
用
料
は
、
近
郊
の
式
場
等
を
調

査
し
て
参
考
に
し
た
上
で
、
市
と
し
て
面
積
あ
た
り
の
単
価
を
算

定
し
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
﹂、﹁
第
４
式
場
の
増
設
等
に
よ
り
、

市
民
聖
苑
全
体
の
収
支
に
つ
い
て
は
、
収
入
が
年
間
で
約
２
４
０

０
万
円
の
増
、
支
出
が
年
間
で
約
２
２
０
０
万
円
の
増
と
な
る
見

込
み
で
あ
り
、
支
出
増
額
分
の
内
訳
は
、
火
葬
業
務
委
託
料
が
約

５
０
０
万
円
、
管
理
委
託
料
が
約
１
５
０
０
万
円
な
ど
と
な
っ
て

い
る
﹂等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
、
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

厚
生
経
済
委
員
会

第
50
号
議
案

府
中
市
立
府
中
の
森
市
民
聖
苑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

こ
の
議
案
は
、
住
吉
町
五
丁
目
地
区
の
地
区
計
画
が
都
市
計
画

決
定
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
府
中
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け

る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
に
、﹁
住
吉
町
五
丁
目
地
区
の
地

区
計
画
﹂
の
﹁
適
用
区
域
﹂
及
び
﹁
建
築
物
な
ど
の
制
限
﹂
を
追

加
し
、
適
正
な
運
用
を
図
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　

質
疑
に
対
し
て
、﹁
本
地
区
計
画
に
つ
い
て
は
、
手
続
き
を
進

め
る
際
に
地
域
住
民
の
合
意
形
成
を
図
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
策

定
に
約
２
年
か
か
っ
た
﹂
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、﹁
本
条
例
の
改
正
に
よ
り
地
域
住
民
の
様
々
な
要

望
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
が
進
む
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
案
に

賛
成
す
る
﹂、﹁
地
区
計
画
の
策
定
ま
で
は
至
ら
な
い
と
し
て
も
、

そ
の
他
の
地
域
の
住
民
に
も
様
々
な
要
望
が
あ
る
と
思
う
の
で
、

そ
う
し
た
要
望
に
も
丁
寧
に
対
応
す
る
よ
う
要
望
し
、
本
案
に
賛

成
す
る
﹂等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
、
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

建
設
環
境
委
員
会

第
63
号
議
案

平
成
17
年
度
府
中
市
競
走
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て

　

調
布
基
地
跡
地
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
調
布
市
よ
り
、
新
た
に

デ
イ
セ
ン
タ
ー
﹁
ま
な
び
や
﹂
を
建
設
し
た
い
と
の
申
し
出
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
調
布
市
が
榊
原
記
念
病
院
東
側
の
都
立
調
布
福

祉
園
用
地
内
の
土
地
を
都
か
ら
取
得
し
た
上
で
建
設
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
受
け
、
本
市
で
は
三
鷹
市
と
調
整
し
、
都
用
地
の

取
得
に
つ
い
て
は
、
調
布
基
地
跡
地
に
係
る
取
り
決
め
事
項
を
遵

守
す
る
よ
う
申
し
入
れ
、
了
承
す
る
旨
を
回
答
し
た
。

　

次
に
、
府
中
基
地
跡
地
留
保
地
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
国
立
医

薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
よ
り
、
今
後
解
決
す
べ
き
課
題
を
確
認
し

た
い
と
の
申
し
出
が
あ
り
、
本
市
と
の
打
合
せ
会
を
実
施
し
た
。

　

主
な
確
認
事
項
は
、
道
路
や
下
水
道
等
の
整
備
及
び
住
民
説
明

会
や
議
会
か
ら
出
さ
れ
た
各
種
要
望
事
項
な
ど
で
あ
る
。

　

利
用
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
引
き
続
き
、
国
や
同
研
究

所
等
と
協
議
し
て
い
く
と
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

　

け
や
き
並
木
周
辺
整
備
の
現
況
は
、
け
や
き
並
木
周
辺
整
備
調

整
会
議
を
２
回
開
催
し
、
当
該
地
域
の
市
道
改
修
に
伴
い
、
関
係

各
課
か
ら
意
見
聴
取
を
行
う
と
と
も
に
、
け
や
き
並
木
周
辺
整
備

に
つ
い
て
、
地
域
再
生
計
画
制
度
の
活
用
を
視
野
に
入
れ
て
進
め

る
こ
と
な
ど
の
調
整
、
協
議
が
行
わ
れ
た
。

　

次
に
、
府
中
駅
南
口
Ａ
地
区
市
街
地
再
開
発
準
備
組
合
で
は
、

通
常
総
会
を
開
催
し
、
18
年
度
予
算
案
等
を
審
議
し
、
承
認
し
た
。

同
組
合
で
は
、
権
利
変
換
モ
デ
ル
が
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
今
後
、

各
権
利
者
と
の
個
別
面
談
に
際
し
、
再
開
発
ビ
ル
完
成
後
に
各
権

利
者
が
取
得
で
き
る
床
面
積
の
説
明
を
行
う
と
し
て
い
る
。

　

府
中
駅
南
口
第
三
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
で
は
、
通
常
総
会

を
開
催
し
、
18
年
度
予
算
案
や
清
算
金
の
交
付
等
に
つ
い
て
審
議

し
、
承
認
し
た
。
ま
た
、
こ
の
決
定
に
基
づ
き
、
権
利
変
換
差
額

の
清
算
を
行
っ
た
等
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

基
地
跡
地
対
策
特
別
委
員
会

再
開
発
対
策
特
別
委
員
会

鉄
道
対
策
特
別
委
員
会

　

西
府
土
地
区
画
整
理
組
合
で
は
総
会
を
開
催
し
、
平
成
17
年
度

収
支
決
算
等
に
つ
い
て
審
議
し
、
承
認
し
た
。
ま
た
、
18
年
６
月

に
は
、
地
権
者
、
地
区
内
居
住
者
及
び
隣
接
自
治
会
を
対
象
に
工

事
説
明
会
を
開
催
し
て
い
る
。

　

西
府
土
地
区
画
整
理
事
業
の
状
況
は
、
建
物
移
転
に
つ
い
て
、

現
在
ま
で
に
26
棟
の
補
償
契
約
が
完
了
し
、
保
留
地
処
分
は
、
南

武
線
南
側
駅
前
の
３
２
８
０
m2
に
つ
い
て
進
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
８
月
に
は
踏
切
閉
鎖
に
係
る
工
事
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

ほ
か
、
新
駅
周
辺
整
備
計
画
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
説
明
会
を
実

施
し
た
。

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
と
の
協
議
に
つ
い
て
は
、19
年
春
の
着
工
に
向
け
、

18
年
中
に
は
施
工
協
定
が
締
結
で
き
る
よ
う
、
現
在
、
協
議
中
で

あ
る
等
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

第
54
号
議
案

府
中
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

「障害者自立支援法」
 負担軽減策の検討状況は

補装具費等の利用者負担は
20年度まで現行を維持する

服
部　

ひ
と
み
議
員　

障
害
者
自

立
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、
障
害

者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
、
利
用
者
の

原
則
１
割
負
担
が
導
入
さ
れ
た
結

果
、
利
用
を
中
止
す
る
な
ど
の
影

響
が
出
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
平
成
18
年
10
月
か
ら

は
、
補
装
具
費
等
に
も
１
割
負
担

が
導
入
さ
れ
る
。
ま
た
、
地
域
生

活
支
援
事
業
と
し
て
、
従
来
の
国

の
補
助
金
が
統
合
さ
れ
、
抑
制
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
の

後
退
等
も
懸
念
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
以
前
か
ら
、
市
独
自

の
負
担
軽
減
策
の
実
施
を
要
望
し

て
い
る
が
、
検
討
状
況
は
ど
う
な

っ
て
い
る
か
。

福
祉
保
健
部
長　

補
装
具
費
と
、

地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
実
施

す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援

事
業
等
に
つ
い
て
は
、
20
年
度
ま

で
は
、
現
行
ど
お
り
の
利
用
者
負

担
で
実
施
す
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
以
外
の
利
用
者
等

へ
の
市
独
自
支
援
策
は
、
引
き
続

き
検
討
し
て
い
く
。

他 

改
定
介
護
保
険
の
も
と
で
福
祉
用
具

の
取
り
扱
い
と
利
用
料
軽
減
に
つ
い
て

平
成
18
年
第
４
回
定
例
会
は

12
月
４
日
（
月
︶

午
前
10
時　
　

開
会
の
予
定
で
す
。


